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軽井沢ブランド推進国内誘客プロモーション委託 審査 委員 会 設 置要 領  

 

第１  設 置  

  軽井沢ブランド推進国内誘客プロモーション委託 を実 施 する に当 た り 、

その 契約 の相 手方 を参 加 者（提 案者 ）から プロ ポー ザル 方式 によ り 決 定す

るこ とに 対し 、厳 正 かつ 公正 に行 うた め、軽井沢ブランド推進国内誘客プ

ロモーション委託 審査 委員 会（ 以下 「委 員会 」と いう。）を 設置 する 。  

第２  所 掌事 務  

 委 員会 は、 次の 各号 に掲 げる 事項 を処 理す る。  

 ⑴  実 施要 領の 確認 に関 する こと 。  

 ⑵  企 画提 案書 等の 審査 及び 契約 候補 者の 決定 に関 する こと 。  

 ⑶  そ の他 必要 な事 項  

第３  組 織  

  委員 会の 委員 は、 副町 長を 委員 長と し、 別表 １か ら選 任 す る。  

２  委員 長は 、委 員会 を代 表し 、委 員会 の事 務を 総理 する 。  

３  委員 長に 事故 があ ると きは、委員 長が あら かじ め指 定す る委 員が その 職

務を 代理 する 。  

第４  会 議  

  委員 会の 会議 は、 委員 長が 招集 する 。  

２  委員 会は、委員 長及 び委 員の 過半 数が 出席 しな けれ ば会 議を 開く こと が

でき ない 。  

第５  意 見の 聴収  

  委員 会は 、必 要 があ ると 認め たと きは 、委 員以 外の 者 を委 員会 に出 席さ

せ、その 意見 を聴 き 、又 は委 員以 外の 者 に資 料の 提出 を求 める こと がで き

る。  

第６  庶 務  

  委員 会の 庶務 は、 観光 経済 課観 光商 工係 にお いて 処理 をす る。  

第７  委 任  

  この 要領 に定 める もの のほ か必 要な 事項 は、 委員 長が 定め る。  
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  付  則  

この 要領 は、 令和 ７ 年 ４月 １８ 日か ら施 行す る。  
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別表 １  

委員 長  上原 副町 長  

委員  総合 政策 課長  

総務 課長  

観光 経済 課長  

軽井 沢町 商工 会長  

ホテ ル旅 館組 合長  

 


